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第１９回西和賀町議会定例会 

 

令和８年３月５日（木） 

 

 

午前１０時００分 開   議 

副議長 髙橋雅一議長から欠席の届出があり、

これを受理しています。 

  地方自治法第106条第１項の規定により、

議長に代わって、私副議長の刈田敏が議長の

職を行います。 

  出席議員数は11名であります。会議は成立

しております。 

  これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は配付のとおりです。 

  傍聴される皆さんに申し上げます。傍聴席

では、傍聴の際の留意事項をお守りください。 

  内記町長及び柿崎教育長より、説明員とし

て出席する旨の届出のあった者の職、氏名に

ついては、着席のとおりでありますので、呼

称は省略しますが、これを受理しました。 

  それでは、直ちに日程に従って議事を進め

ます。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、質問者の質問時間が30分と制

限があります。制限時間５分前には１鈴、制

限時間には２鈴を鳴らしますので、時間を厳

守して質問してください。また、質問者及び

答弁者は、それぞれ簡潔明瞭にまとめてお願

いします。なお、質問者におかれましては、

通告外の質問はできませんので、併せてお願

いします。 

  本日も開会前の抽せんにて決定した登壇順

に従い質問を許します。 

  初めに、登壇順５番、普本歌織君の質問を

許します。 

  普本歌織君。 

３番  議席番号３番、普本歌織です。よろし

くお願いいたします。 

  まず１つ目、沢内小中学校の一貫校化につ

いて質問いたします。沢内地区小中学校は、

一貫校化し、新校舎を太田地区に建設する計

画で進んでいると認識しています。建設計画

の進捗状況を伺います。 

副議長 内記町長。 

町長  おはようございます。本日の会議、よ

ろしくお願いいたします。 

  ただいまの質問につきましては、担当課長

から答弁します。 

副議長 学務課長。 

学務課長 おはようございます。沢内地区小中

一貫校の進捗状況についてお答えいたします。 

  昨年は、沢内地区小中一貫校の位置や目指

したい西和賀町の教育について、保護者や教

職員、そして地域の方々に対し説明会を開催

し、意見交換を行いました。 

  伺ったご意見等を踏まえながら、現在は小

中一貫教育のあり方、特にも西和賀の特色を

地域活力につなげる取組をどう進めていくか、

他自治体の事例等を学びながら、方向性につ

いて内部検討を行っているところです。 

  また、西和賀町の教育環境を生かした地域

との協働による教育留学のあり方についても

検討を進めていきたいと考えております。 

  どのような学校をつくり上げていくかの検

討案をつくり、引き続き保護者、地域、学校

関係者等と意見交換をする場を設けながら進

めてまいりたいと存じます。 

副議長 普本歌織君。 

３番  今お話しいただいたような進捗状況は、

常に現場である小中学校の職員の皆さんと共
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有しているということでよろしいですか。 

副議長 学務課長。 

学務課長 校長先生等とは、校長会等を通じて

意見交換をしておりますし、今年度は沢内小

学校の先生方で職員会議というか、そういっ

た場がありましたので、そちらのほうに出向

いて説明する場もありました。引き続き先生

方等と距離感を近くして進めていければと思

っているところです。 

副議長 普本歌織君。 

３番  現場の先生方とのそういった共有、と

ても大事なことだと思うので、そのように進

めていただきたいと思います。 

  次の質問です。令和７年９月の保護者説明

会では、一口に小中一貫校といっても、様々

な形態があり、大きく分けると義務教育学校、

そして小中一貫型小学校、中学校があるとい

う説明がなされたと認識しています。現在町

では、どのような形態の小中学校を検討して

いるか、またその理由を伺います。 

副議長 学務課長。 

学務課長 小中一貫校の形態についてお答えい

たします。 

  義務教育学校と小中一貫校の最大の違いは、

法的な学校組織の単位です。義務教育学校は、

９年制の一つの学校として、校長やカリキュ

ラムが一体ですが、小中一貫校は原則として

小学校と中学校が連携する形です。義務教育

学校は、一つの学校として位置づけられるた

め、小学校６学年、中学校３学年の枠にとら

われない柔軟な学年構成が可能であり、９年

間の成長段階に応じた学習計画や独自カリキ

ュラムを編成できます。 

  実際に義務教育学校等を訪問し、先生方か

ら直接実情等のお話を伺いながら、西和賀町

に望ましい形態等について検討を行っている

ところです。 

  現状としては、西和賀町の自然、歴史、文

化を継承するとともに、ふるさとを愛し、将

来の担い手となる人材の育成、学習環境面の

メリット等を考慮すると、義務教育学校が望

ましいと考えているところです。 

  今後の説明会等において、皆さんからご意

見をいただいていきたいと考えているところ

です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  義務教育学校を検討しているというこ

とで、沢内の小中学校の環境ですとか、児童

生徒の実態にも合っているというふうに判断

しているということでよろしいですか。 

副議長 学務課長。 

学務課長 今教育委員会のほうとしても様々ほ

かの事例等を学びながらという段階ですけれ

ども、やっぱり地域を大事に学んでいくとい

うスタイルを考えた場合、９学年での編成で

の学びというのが効果が大きいのではないか

と感じているところでもあります。 

  そういったメリット面を考えていくと、現

段階では義務教育学校が望ましいというふう

に思っておりますが、これから皆さんと話合

いの場を設けながら進めていければなという

ふうに思っているところです。 

副議長 普本歌織君。 

３番  保護者の皆さんも、地域の皆さんも、

小中一貫校って何だろう、義務教育学校って

何だろうというところから始まると思うので

すが、今のご答弁にもあったような意見を聞

く機会というようなあたりで義務教育学校と

はとか、小中一貫校とはということで詳しく

説明がなされるということでよろしいですか。 

副議長 学務課長。 

学務課長 そういった部分の説明を含めまして、

今後説明をしていきたいと考えているところ

です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  そのようにお願いしたいと思います。 

  次の質問に行きます。本年度12月議会の私

の一般質問への答弁で、町内の小中学校の校
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長先生方と一緒に岐阜県の小中一貫校である

白川郷小中学校の視察を実施するということ

でした。実施されたでしょうか。 

  そして、どのような成果があったのか、お

知らせください。 

副議長 教育長。 

教育長 今日もよろしくお願いいたします。私

のほうから、白川郷学園の視察についてお答

えさせていただきたいと思います。 

  今年の１月27日、それから28日の日程で町

内の４校の校長先生方、それから学務課長、

それに課長代理、そして私の７人で、「ふる

さと白川郷に夢と誇りを」を教育方針に掲げ、

児童生徒数や自然環境がすごく酷似している

義務教育学校、岐阜県の白川郷の白川郷学園

を視察してまいりました。 

  そこでは、同じく雪深い地域ではありまし

たが、村の魅力を学ぶふるさと学習、それか

ら大人への成長を支えるひとりだち学習など、

地域に誇りを持ち、未来を切り開いていく子

供、厳しい自然環境に負けない心を大切にた

くましく生き抜いていく子供を育てていく学

校でありました。 

  また、子供たちは９学年の縦のつながりで、

思いやりの心や、それから学習面では、専門

教科の先生が小学校の低学年、中学年におい

ても授業を行うなど、学習指導においても先

生方の縦のつながりを生かしながら、小中一

貫教育のメリットを生かしている学校だとい

うことを学んでいまいりました。 

  いずれ地域の方々との連携については、と

ても大きな学びを得て帰ってきたところです。

このような視察で学んできたことを、今後の

あり方の検討や説明会において活用していき

たいと思っております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  私も行かれた校長先生にお話を聞く機

会が実はあったのですが、本当にすばらしか

ったと、白川郷小中学校のように地域への思

いや誇りを育てたいのだということをその校

長先生はおっしゃっておりました。 

  こうした教育委員会ですとか、校長先生方

の学んでこられたことを、今教育長のご答弁

にもありましたが、ぜひ町民に伝えていただ

きたいと思います。これだから小中一貫校に

して、よりよい西和賀の子供たちを育てる環

境をつくっていくというところを共有してい

くことが必要なのではないかと思っています。 

  そういったことも含めて次の質問に行くの

ですが、検討の経過や進捗については、町民

や保護者へどのように説明を行っていく予定

なのか、お知らせください。 

副議長 学務課長。 

学務課長 今後の説明会についてお答えいたし

ます。 

  どのような学校をつくり上げていくか、引

き続き町民、保護者、学校関係者等とも意見

交換をしながら進めてまいりたいと存じます。 

  特に保護者への説明については、授業参観

やＰＴＡ総会など、保護者が集まる機会に、

こちらから出向いて説明することも大事であ

ると考えております。 

  先日沢内小学校の授業参観の際にお時間を

いただき、現状の説明等をさせていただきま

したが、出席率が高く、多くの保護者に説明

をすることができたと思います。 

  今後についても、保護者が集まる学校行事

等の機会を通じての説明も行っていきたいと

考えているところです。 

副議長 普本歌織君。 

３番  私も参加させていただきましたが、本

当に保護者が集まった機会を利用していただ

くというのは、大事なことだなというふうに

思います。保護者の皆さんも、こういう話を

なかなか聞く機会がないというような声も聞

かれておりました。 

  一口に保護者といっても、小中一貫校に対

して関心の向け方は、本当にそれぞれかなと
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いうふうに感じているところでもあります。

今在学している子供の親でも、一貫校化した

ときに子供が在学している方と、そうではな

い方で関心の向け方が違ったりということも

あると思います。 

  しかし、町で子育てをした経験、している

経験のある方として、町の教育について意見

を聞きたいのだというような町の姿勢は、と

ても大事なのではないかと思うのですが、い

かがでしょうか。 

副議長 教育長。 

教育長 町民とコンセンサスを図るということ

は、とても大事だと思いますし、我々が説明

会をしていくうちに、私たちが気がつかない

ことを町民の方から提案していただくことも

あろうかと思いますので、情報等につきまし

ては、機会あるごとに説明できたらいいかな

と思っておりますので、今後ともご協力をお

願いしたいと思っております。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  今保護者に対してお聞きしたのですが、

地域の方についてもお聞きしたいと思います。

２月16日から19日、町内６か所で議会報告会

を行いました。その議会報告会の場で、地域

や家族に子供がいないので、小中一貫校のこ

とは知らなかったという声ですとか、校舎の

老朽化のことは心配だけれども、大事なこと

なので焦って決めないでほしいというような

声が寄せられていました。 

  地域の皆さんへの周知の方法、今後意見を

聞く場を設けられるかについて伺います。 

副議長 教育長。 

教育長 地域の方々にも同じであって、これか

ら町の行政等についての説明会とか、いろん

な機会があるかと思いますが、そういうとこ

ろと連携しながら、話せるところ、伝えるべ

きような内容につきましては、吟味しながら、

機会があれば、そういう場でも伝えていきた

いなというふうに思っております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  それでは、次の質問に行きます。 

  保育所、保育園の統合についてです。町の

保育所、保育園は、令和８年度、湯田、沢内

地区でそれぞれ統合し、各１園の統合体制を

開始することとなっています。湯田地区、沢

内地区でのそれぞれの進捗状況を伺います。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  初めに、湯田地区では、湯本保育園への統

合が決定され、保育園の先生方が中心となっ

て運営計画や体制づくりなど、４月からの受

入れ準備が進められており、町もそれに合わ

せて入園手続を進めているところです。 

  新園舎の建設につきましては、運営法人の

設計発注に基づき基本設計を終え、年度内完

了に向けて詳細設計、実施設計が進行してい

ます。 

  次に、沢内地区では、せんだん保育所への

統合を決定し、保育所の先生方を中心として、

運営計画や体制づくりなどを進めており、そ

れに合わせて入所手続を進めているところで

ございます。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  ありがとうございます。沢内地区、湯

田地区、それぞれで進めていただいていると

いうことで、湯田地区のほうは、法人さんの

ほうにお任せする部分も大きいのかと思いま

すが、連携を密に取りながら進めていただい

ているということでよろしいですか。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  湯田地区の保育園の先生方につきましては、

毎月の定例の園長、主任保育士会議のほうに

参加をさせていただきながら、あとは必要に

応じて連絡を取りながら一緒に進めておりま

す。 
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  また、今月末になりますけれども、保育園

の引っ越し作業についても、一緒に私たちも

現場でお手伝いをしながら、まず４月からス

ムーズに受入れができるように準備を進めて

いるところです。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  前回の議会で、沢内地区保育所の統合

後の対策ということで、内部工事の予算を可

決したと思います。湯田地区も沢内地区もそ

うだと思うのですが、統合体制を始めてから

いろいろ不都合が出てくるということもある

のではないかと思いますが、それはその都度

対応をしていくということでよろしいですか。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  今年度補正予算におきまして、まず４月ス

タートに向けて、沢内地区、湯田地区ともに

必要な改修をまずさせていただいております。

もちろん受入れする子供さんが今度４月から

増えるということもありますので、その状況

を見ながら、適宜対応できればなと考えてお

ります。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  必要なところには必要な手だてを取っ

ていただきたいと思います。 

  次の質問ですが、湯田地区、沢内地区とも

に新園舎での供用開始とともに、認定こども

園として事業を開始することと認識していま

す。認定こども園化する理由を伺います。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  初めに、認定こども園についてでございま

すけれども、教育と保育を一体的に行う施設

ということで、一般的に言われる幼稚園と保

育所・保育園の両方のよさを併せ持つ施設と

なっております。 

  認定こども園化の大きなメリットといたし

ましては、保護者が働いているか、働いてい

ないかにかかわらず、子供さんを受け入れ、

教育と保育を一体的に行う機能を有している

こと。卒園後の小学校以降の学習や生活の基

礎となる幼児期の教育と、保護者の就労など

で保育が必要な子供への保育の両方を提供で

きる部分で、子育て世代の多様なニーズに対

応できる点にあると考えています。 

  あわせて、施設整備交付金や教育保育給付

交付金などの財政措置がより手厚くなってお

り、町の財政面と私立保育施設の運営面にも

メリットがございます。 

  現在進めている保育施設統合整備では、新

しい保育施設を学校との一体エリアに整備し

ていく方向性としております。 

  今後において、学校との連携をより強くし、

小学校以降の教育につなげていく視点からも、

認定こども園化により、乳幼児期の教育と保

育を確立し、こども園での遊びを通した学び

から、学校での各教科の学習への円滑な接続

を期待するものでもあります。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  ありがとうございます。いろいろなメ

リットがあるということが分かりました。 

  保育の内容、子供たちの一日の流れ、生活

の流れみたいなところでは、何か変わること

があるのでしょうか。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  まず、保育の内容につきましては、保育所

でありますと、保育所保育指針に基づいて、

それぞれ全体計画であったり、各クラスごと

の保育内容を決めていかれるわけですけれど

も、今度こども園化する場合につきましては、

教育・保育要領といったことに基づいて、そ

の内容を決めていくといった部分があります。 

  ただ、両方の幼稚園と保育所・保育園の両

方の機能を併せ持つということで、保護者の
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方が選択をして、幼稚園の機能をメインで使

いたい、また保育所の機能を使いたいという

ところを選択できるという部分で、例えば幼

稚園を利用される場合には、大体午前中に終

わっておうちに帰ると、昼食であったり、お

昼寝がないとか、あと夏休み、冬休みがあっ

たりと、学校に沿ったような形の利用形態が

できますし、ただあと保育も必要だというと

ころであれば、それにプラスして保育の部分

も利用できるといったところで、利用者のニ

ーズに合わせた利用ができるかなと考えてお

ります。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  そういったようなところも含めて、利

用する方とか、利用される方に伝えていくこ

とが大事だと思いますが、そういった手だて

は取られるのでしょうか。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 おっしゃるとおり、町内には

幼稚園というものがありませんので、まずは

そこから、例えば入所申込みの案内をすると

きに説明をさせていただいたり、また何かの

集まる機会に、そういった違いのところを説

明させていただければ、活用できる機能が増

えるといったところをお伝えして、ニーズに

合わせてご利用いただければと考えておりま

す。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  それでは、次の質問に行きます。 

  新保健センターの建設についてです。新保

健センターの建設について、町のホームペー

ジに基本設計説明書が公開されています。建

設について、進捗と今後の予定を伺います。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  保健センター建設の進捗状況につきまして

は、基本実施設計をプロポーザル方式により、

昨年８月着手して、本年１月に基本設計を終

え、現在は詳細設計、実施設計を進めている

ところです。 

  今後の予定につきましては、進行中の詳細

設計を本年６月には完了し、予算措置をした

上で、建設工事の入札、契約手続を進め、本

年10月頃の着工、令和10年３月完成を目指す

スケジュールとしております。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  ９月議会の私の一般質問の答弁で、子

育て世代関係団体や支援組織との意見交換を

行うとのことでしたが、実施されたでしょう

か。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  保健センター建設に向けての意見交換につ

きましては、昨年10月15日、湯田庁舎３階に

おきまして、子育て支援団体の関係者にお集

まりいただき、設計事業者同席の下で建設計

画案をお示ししながら、意見交換を行わせて

いただきました。 

  ご出席いただいた方につきましては、町内

で子育て支援活動を行っておられる西和賀の

教育と子育てを考える会、わらびのもり、そ

して社会福祉協議会の関係者となっています。 

  また、保育施設統合に向けた保育園、保育

所との定例会議におきましても、建設計画案

を説明して、ご意見などを伺っていますこと

を申し添えさせていただきます。 

副議長 普本歌織君。 

３番  この意見交換では、どのような意見が

出たでしょうか。その意見を基本計画にどの

ように反映させたかについてもお知らせくだ

さい。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  子育て支援団体との意見交換でのご意見等

につきまして、主に子育て支援スペースに関
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するものをご紹介させていただきます。子育

て世代と他の世代の方が交わる場がある施設

もいい。他市の子供広場は、ガラス張りでよ

く見えるが寒い。子供が走り回れる広さ、転

んでも軟らかい床だといい。冬の遊び場が欲

しい。長時間いても大丈夫なような工夫も欲

しいと。ちゃんと使われる施設、使い勝手が

よい施設を造ってほしい。駐車場から子供た

ちが遊んでいる姿が見えるといいと思う。遊

んでいる子供を見ながら親たちが過ごせる場

所が欲しいなどをいただいておりました。 

  また、基本設計への反映につきまして、主

なものといたしましては、子育て支援スペー

スの配置を１階の正面側へ変更させていただ

いております。また、床暖房の入ったクッシ

ョンフロアとし、木のぬくもりを感じる内装

としております。 

  また、子育て支援スペースと交流スペース

を隣り合わせに配置することによって、まず

保護者の方々が遊んでいる子供を見守りなが

ら過ごせるスペース、他世代とも交流ができ

るスペースを確保しております。 

  また、各スペースは多用途に活用できるよ

うに、形状や仕切りの変更などを設計事業者

の方にご検討いただくなど、意見交換等での

ご意見を反映しながら、基本設計をまとめた

ところでございます。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  子育て支援団体の意見交換会に出席さ

れた複数の方から、この建設計画が発表され

た後にお話を伺いました。そうしたところ、

自分たちが何かの集まりをできるような交流

スペースに隣接した子供の遊べるスペースと

いうところが実現されているというところで

すとか、今のお話にもあったように、子供た

ちが遊んでいるところが外から見えると、日

頃子供たちと接することがない方も元気が出

るのではないかという意見。それから、産後

ケアのスペースは、むしろ子供の声が聞こえ

ないような静かなところがというようなこと

ですとか、自分たちの意見が反映されたと感

じたというご意見でした。 

  まさにこういったようなことが町の事業に

とっては大事なのではないかと感じていると

ころです。自分たちの声が町の事業に反映さ

れたという経験が、また次の機会にも意見を

出そうという気持ちになる好循環を生み出す

ことができるということにつながるのではな

いかと思います。こうしたことが町民との関

係では非常に大切なのではないかと感じてい

ますが、いかがでしょうか。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 おっしゃるとおり、私も一連

の流れを経験いたしまして、そういった意見

を取り入れて、つくり上げていくということ

が本当に大切だなと感じております。 

  また、今後ソフト面の部分で、例えば遊具

であったり、運用の部分についても、これか

ら決めていく段階がありますので、その時点

でまたご意見を伺いながら進めてまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  そのように進めていただきたいと思い

ます。 

  次の質問に行きます。介護事業所等への支

援の要望についてです。現在町の介護事業所

は、経営の困難を抱えながら、町民にとって

非常に重要な介護事業を支えてくださってい

ると認識しています。議会の総務教民常任委

員会でも、介護事業所の皆さんと懇談を行っ

て、それぞれに経営的に困難を抱えておられ

ることを実感したところであります。 

  昨日の同僚議員の質問で、具体的な支援に

ついて議論されました。私の質問では、介護

事業所への支援は町だけでは難しい面があり、

県や国に対しても要望を行う必要性があるの
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ではないかと考えますので、その点でお聞き

します。 

  介護事業所の運営が持続可能であるような

措置を県や国に求めることが町として必要で

あると考えますが、いかがでしょうか。また、

これまで行った要望の内容と成果を伺います。 

副議長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 お答えいたします。 

  町では、令和７年度の岩手県への要望項目

の一つとして、介護事業所や障害福祉サービ

ス事業所に対する支援を要望しています。 

  内容は、臨時的対策を含めた介護報酬等の

大幅な引上げと過疎地域における人員配置基

準の緩和など、介護事業所等が安定的に事業

を運営し、サービスを継続できるよう国へ働

きかけるよう要望したものです。 

  要望に対して、岩手県からは、国へ働きか

けるよう要望している旨の中間回答をいただ

いており、今年度末をめどに要望に対する取

組状況等の最終改定を行う予定との回答をい

ただいております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  介護報酬の大幅な引上げを要望したと

のことですが、これは本当に重要なことであ

ると感じます。人件費も上がり、物価高騰が

襲いかかっているにもかかわらず、介護報酬

には賃上げ分も物価高騰分も見られていない、

このことが介護事業所の経営を圧迫していま

す。抜本的な解決には、介護報酬の引上げが

不可欠であります。 

  県も国のほうに要望しているというような

ことですし、今年度末返答があるということ

ですので、私も引き続きこの点に関して注視

してまいりたいと思いますし、返答が来たら、

またお知らせいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

副議長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 国からの回答が来ましたら、お

知らせするようにしたいと思います。 

副議長 普本歌織君。 

３番  それでは、次の質問に行きます。 

  町立さわうち病院の機器更新についてです。

町立さわうち病院は、移転後10年余りを経過

し、機器更新の必要性があることが令和７年

２月臨時議会、令和８年度予算審議等で議論

されてきました。町民に安定した医療を提供

するためには、機器更新は不可欠であります。

国保病院が健全な経営をしながら機器更新を

するために、県や国に財政的な措置を要望す

る必要があると考えますが、いかがでしょう

か。また、これまでに行ってきた要望の内容

と成果を伺います。 

副議長 病院事務長。 

病院事務長 それでは、ご質問にお答えいたし

ます。 

  議員ご指摘のとおり、現在の病院が移転新

築してから約12年が経過しております。移転

に合わせ新規更新した医療機器のほか、旧病

院で使用していた機器を移設したものも多く

ございますので、ここ数年更新や修理をする

機会が多くなってきております。 

  医療機器の更新時期につきましては、保守

が可能な期間が約８年から10年ほどとなって

おりますので、部品の供給が終了して修理が

できなくなる前に更新の検討をしておるとこ

ろでございますが、実際は同型の機器等の部

品等を代替して修理を行って、実際に10年以

上使用している機器もございます。 

  昨年２月の臨時議会におきまして審議いた

だきましたエックス線テレビシステム、透視

の機器になりますが、約2,500万円の更新費

用が発生した高額な医療機器でありましたが、

これについては病院移転前の平成24年１月に

整備したものでありましたので、約15年が経

過して、不具合も生じていたことから、翌年

度の更新を予定していたところでしたが、そ

の前に故障により修理ができないとなったた

め、急遽審議していただいた経緯がございま
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す。 

  ご質問の医療機器更新に関する財政的支援、

要望についてですけれども、町単独としては、

特化して医療機器更新に対する財政支援を国

や県へ要望するということはしておりません

けれども、病院運営全般に関する要望として、

所属します全国自治体病院開設者協議会や、

あとは全国自治体病院協議会が代表して関係

機関へ要望書の提出を行っておりますし、全

国自治体病院開設者協議会岩手県支部の活動

としまして、町長が県内で自治体病院を設置

している首長さん方と一緒に県選出国会議員

へ直接要望に伺っております。 

  また、岩手県町村会としましても、県知事

や県議会への要望も行っていただいていると

ころです。 

  その要望の成果としまして、診療報酬の引

上げであるとか、物価上昇に対する支援事業

などの創設がなされているものと認識してお

ります。 

  以上です。 

副議長 普本歌織君。 

３番  様々なものの物価も上がり、資材も値

上がりしている中で、医療機器自体の価格も

高くなるなどの影響もあるのでしょうか。 

副議長 病院事務長。 

病院事務長 昨今の物価上昇、様々な物価、も

のが値上がりしております。医療機器に関し

ても同じような状況になっているものと思っ

ております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  そうした影響ですとか、先ほどのご答

弁にもあったとおり、ある程度の成果が出て

いるということではありますが、経営はなか

なか厳しいというところが現実なのではない

かと思いますので、引き続き要望は行ってい

く方針ということでよろしいでしょうか。 

副議長 病院事務長。 

病院事務長 そのとおり、今後も引き続き各関

係機関等に要望してまいりたいと思っており

ます。 

副議長 普本歌織君。 

３番  それでは、次の質問に行きます。 

  ＡＩオンデマンドバスの利用状況と今後の

見通しについてです。令和７年３月から湯

田・沢内おでかけバスが一部予約式となりま

した。このことについて伺いたいと思います。

システム導入当初は、利用の仕方の変更によ

り、町民から役場への問合せ等があったと認

識していますが、現在はいかがでしょうか。

予約の仕方等の問合せは、続いているでしょ

うか。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 おはようございます。お答えい

たします。 

  ＡＩオンデマンド交通に関する役場への問

合せについてでありますが、議員ご指摘のと

おり、令和７年３月にＡＩオンデマンド交通

を導入した際には、従来と異なる予約式の運

行システムへの変更となったことなどにより、

利用方法等について、役場への直接の問合せ

が寄せられておりました。その件数について

は、全てを記録しておりませんが、５月頃ま

では月に10件程度寄せられていたところです

が、現在においては役場への直接の問合せは

ほとんどなくなっている状況です。 

  この問合せ状況についてですが、町として

は、ＡＩオンデマンド交通の運行開始に当た

り、町への制度周知のため、町立西和賀さわ

うち病院や集落支援センターに相談窓口を設

置し、利用方法等について説明を行ったほか、

地域サロン等の要請に応じて担当者による出

前講座を行い、対面による説明を重ね、町民

への理解促進を図ってきたところです。 

  また、電話予約を受け付けるコールセンタ

ースタッフの対応について、町民からの意見

等を踏まえ、適宜検証し、町民が利用しやす

くなるよう必要な改善を重ねてきたところで
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す。 

  こうした取組などにより、ＡＩオンデマン

ド交通に関して町民への理解促進が図られた

ほか、利用のしやすさが改善されたことなど

により、徐々に役場への直接の問合せが減少

しているものと認識しております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  定時路線から予約式に変更したことで

利用増につながっているでしょうか。湯田地

区、沢内地区、それぞれの状況を伺います。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  まず、ＡＩオンデマンド交通の利用状況に

ついて集計結果が出ております直近の令和７

年12月時点における月間の１日平均利用者数

は、沢内地区が2.3人、湯田地区が4.0人とな

っております。 

  ＡＩオンデマンド交通導入以前の同路線と

比較した場合、湯田地区は導入前と同水準で

利用されておりますが、沢内地区の利用者数

は導入前の水準を下回っている状況です。 

  一方で、ＡＩオンデマンド交通導入後にお

ける県道１号バスとおでかけバスを合計した

町民バス全体の利用状況については、前年度

と比較した場合、令和７年４月以降各月で同

年の同月を10％前後上回る利用状況となって

おり、全体として見れば、町民バスの利用者

数は増加しております。 

  そのため、ＡＩオンデマンド交通を導入し

たことに伴い、利便性の向上等による町民バ

スの利用促進に一定程度寄与したものと考え

ております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  それでは、このＡＩオンデマンド方式

について複数の町民の方から、利用予約しよ

うと思ったけれども、使いたい時間や路線に

予約を入れることができなかったという声が

ありました。そのような事例は、役場のほう

では把握しているでしょうか。原因の分析や

対策はなされているでしょうか。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  議員からご紹介いただいたようなご質問、

予約をしようとしたが、使いたい時間、路線

で予約が取れなかったという声につきまして、

役場のほうにも直接寄せられることがあり、

また町において出前講座や住民懇談会などを

開催する中で、同様のご意見をいただくこと

がありますので、事例として把握をしており

ます。 

  町においては、個別の事例について改善の

余地がある場合、委託事業者に詳細の報告を

行い、個別に検証し、原因の分析を行った上

で、委託事業者と協議をしながら、逐次改善

のための対策を講じております。 

  具体的な改善例としまして、事例を検証し

た結果、実際の運行を想定した場合、運行上

の予備時間の設定や走行速度の設定に改善の

余地があったため、システムの調整を加えた

ほか、バスの待機場の追加などを行った場合、

導入当初と比較して予約が取れないケースは

減少してきております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  このような声を把握していただいて、

個別に検証して、システムの改善につなげて

いるということが分かりました。こういった

ような町民が使いやすいシステムになってい

るかを今後も見直していくことが必要だと思

うのですが、どのように見直し、改善を行っ

ていく予定か、お知らせください。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  ＡＩオンデマンド交通におきましては、引

き続き利用状況等の分析を行いながら、必要

な改善を加えていくほか、集落支援員等と連

携をしながら、地域サロン等での出前講座の

開催などを通じて、利用者からの直接の声を

伺うとともに、利用者が最も多い町立西和賀
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さわうち病院のスタッフと連携し、実際の利

用を行う中での改善点などを逐次共有し、改

善を図ってまいりたいと考えております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  そのように町側から声を集める努力と

いうのは、どうしても必要なのではないかと

思いますので、そのように進めていただきた

いと思います。 

  それでは、町長施政方針演述についての質

問に移ります。２月３日から13日に行われた

第３次総合計画に関わる住民説明会で、複数

の会場で人口減への対策を大きく打ち出して

ほしいとの要望があったと認識しています。

２ページに、町のブランド化による交流人口

と関係人口の最大化とありますが、町のブラ

ンド化を関係人口、ひいては移住、定住につ

なげる方策はあるかどうかについて伺います。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  住民説明会において、人口減少対策をより

強く打ち出すべきとのご意見を複数いただい

たことは、重く受け止めております。第３次

西和賀町総合計画の重点戦略に掲げる町のブ

ランド化による観光客等の交流人口と関係人

口の最大化は、人口減少対策の基盤となる重

要施策であると考えております。 

  本町では、地域ブランド、ユキノチカラを

軸に、商品づくり、情報発信、交流・関係人

口づくりなどを相互に連動させながら、地域

の魅力と価値を継続的に生み出していくため

の仕組み、言わば地域経営の基盤として位置

づける地域価値創造プラットフォーム形成事

業を令和８年度から展開いたします。 

  この取組により、町外の在住者との継続的

な接点を構築し、交流から関係へ、さらには

二地域拠点の、２つの地域の居住や移住、定

住へと段階的につなげていく考えであります。 

  具体策としましては、令和８年度より保育

園留学を実施し、子育て世代が一定期間滞在

しながら本町の暮らしを体験できる仕組みを

整備いたします。こうした暮らしに触れる機

会を増やすことで、将来的な移住、定住への

可能性を高めてまいります。 

  また、ふるさと住民登録制度につきまして、

現在のところ国から詳細なガイドラインが示

されていない状況ではありますが、町として

は、地域価値創造プラットフォームの取組を

進める中で形成される関係人口のネットワー

クを将来的に当該制度と接続し、関係性を可

視化、深化させる仕組みとして活用できる可

能性があると考えております。 

  まずは、町独自の基盤を着実に構築し、そ

の成果や国の制度設計の動向を踏まえながら、

最適なタイミングでふるさと住民登録制度の

活用を検討してまいります。 

  ブランド化を入り口にプラットフォーム形

成、関係人口の深化、そして移住、定住へと

段階的につなげる総合的な人口減少対策を推

進してまいります。 

副議長 普本歌織君。 

３番  人口減は、多くの町民がとても心配し

ている現状です。それに対する施策の本気度

が見えるかどうかが町民との信頼関係ではと

ても重要だと思います。今お話あったような

施策について、町民にどのように周知してい

く予定でありますでしょうか。 

副議長 町長。 

町長  お答えいたします。 

  まず、このような取組を体系化した総合計

画をつくり、今議会で承認をお願いしている

ところでございますけれども、そうしたもの

をしっかり訴えさせていただくとともに、実

績というのも非常に大きいのではないかなと

思っております。 

  例えば西和賀高校におきましても、１クラ

スから２クラスというような、こういう数字

あるいは目に見える実績、本当に卒業式、入

学式に参りますと、生徒がいっぱいいるとい
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うような状況に接すると、そういうものがよ

り伝わることにつながっていくのだなという

ふうに思っております。 

  そういうようなものを掲げました計画にお

いて上げていきながら、町民の皆様とともに

一緒に頑張っていきたいなというふうに考え

ているところでございます。 

副議長 普本歌織君。 

３番  もう一点です。12ページに、令和８年

度は、障害者計画、高齢者福祉計画及び介護

保険事業計画など、各種計画の最終年度であ

ることから、町民の生活実態やニーズの把握

に努め、計画の策定に取り組むとありますが、

具体的にどのような方法で生活実態やニーズ

の把握をする予定でしょうか。 

副議長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 お答えいたします。 

  生活実態やニーズの把握の具体的な方法と

して、アンケート調査の実施を予定していま

す。 

  障害者計画につきましては、町内に住所を

有する身体障害者手帳などの所持者及び町外

に住所を有する障害福祉サービス利用者を対

象として、令和８年度に福祉に関するアンケ

ート調査を実施する予定です。 

  福祉に関するアンケート調査では、障害福

祉に関する意識、意向などを把握するため、

障害福祉サービスの利用状況、日中の活動や

就労状況、相談相手、障害福祉施策の満足度

などに関する項目について調査を進める予定

です。 

  また、高齢者福祉計画及び介護保険事業計

画につきましては、町内に居住する65歳以上

の要介護認定を受けていない高齢者を対象と

した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を、

また町内に居住する65歳以上の要支援、要介

護認定者及びその介護者を対象とした在宅介

護実態調査を令和７年度に実施しております。 

  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、

体を動かすこと、食べること、毎日の生活、

地域での活動、助け合い、健康などに関する

項目について。また、在宅介護実態調査では、

本人の心身の状態やサービスの利用実態、介

護者の就労の状況などに関する項目について、

それぞれ国で示す必須項目に町独自の項目も

追加しながら調査を進めているところです。 

副議長 普本歌織君。 

３番  アンケート調査の内容を伺うと、きめ

細かい調査になっていると感じます。町民の

ニーズがしっかりと反映された計画になるよ

うに、引き続き注視してまいりたいと思いま

す。 

  では、教育方針演述についての質問に移り

ます。２月16日から19日に議会が行った議会

報告会の複数の会場で、地域に子供がいなく

なった寂しさや、何かの形で子供たちや教育

に関わりたい思いが出されました。 

  ５ページの豊かな心の教育について、この

地域で懸命に暮らす人々の思いに触れる機会

を創出とありますが、具体的な方策はありま

すでしょうか。 

副議長 教育長。 

教育長 この地域で懸命に暮らす人々の思いに

触れる機会の創出の具体的な方策についてお

答えしたいと思います。 

  初めに、豊かな心ということなのですけれ

ども、思いやりや生命や人権の尊重、自然や

美しいものへの感動、畏敬の念、正義や公正、

さらには勤労観、職業観まで含み、児童生徒

が社会の一員として主体的に生きるための基

盤を育てるのに大切なものと捉えているとこ

ろです。 

  そのため、町立の各小中学校では、総合的

な学習の時間や学校行事を活用し、農林業体

験や福祉体験、町の産業や事業所での職場体

験活動、そして伝統芸能や歴史、自然に触れ

る機会を年間の計画の中に位置づけており、

実践していただいているところです。 
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  しかし、各小中学校の校長先生が集まる校

長会や特色ある学校の視察を行う中で、まだ

まだ多くある町の資源やこの地で生活する

方々との交流が十分ではないなということを

共通認識しているところです。 

  そのために、今後は各校にある学校運営協

議会やＰＴＡ活動において、豊かな心を育む

ための熟議をしていただき、情報をもらいな

がら地域の基幹産業や医療、福祉、歴史や文

化に携わる多くの方々との思いに接する機会

を創出していきたいと考えているところです。 

  議員のお話にあるように、子供たちや学校

に関わりたいという方々にも積極的に関わっ

ていただけたら幸いだと思っております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  そのように進められたらすばらしいと

思います。今後の学校のあり方でも重要視さ

れているところかなというふうにも考えてい

ます。 

  次の質問に行きます。６から７ページにあ

ります保育所、小中学校が連携した一貫教育

の保育所、保育園と小学校間の交流、そして

英語や理科、体育等の専門性が求められる教

科を中心に、小中学校の校種を超えた授業の

あり方を検討するとあります。具体的には、

どのような連携を考えておられるでしょうか。 

副議長 教育長。 

教育長 保育所、園と学校間交流及び教科を中

心に、小中学校の校種を超えた授業のあり方

の検討会についてお答えさせていただきます。 

  この検討につきましては、従来行ってきた

保育所・園と小学校や中学校の担当者が集ま

る諸会議や授業の中で、教科指導の専門であ

る指導主事を中心として連携を図ってまいり

たいなというふうに考えております。 

  現在保育所・園と小中学校間とは、授業や

生活状況の交流を行っているジョイントスク

ールや小学校が保育所へ訪問し、保育所の先

生方と情報交換をしている機会なども利用し、

また小中学校においては、各学校の担当者が

定期的に集い、学校経営の具現化や学校間の

行事の調整のために開催している教務主任会

議、それから授業改善を図るための研究主任

会議を活用し、校種間を超えた教科専門を生

かした乗り入れ授業のあり方などを検討して

まいりたいと思っております。 

副議長 普本歌織君。 

３番  ジョイントスクールですとか、今ある

会議の場を活用されるということで分かりま

した。 

  一貫校ならではの魅力的な教育を追求して

いくということもさることながら、いかにお

一人お一人の学びへの思いを育てるかという

ことが非常に重要だと思います。そういった

教育が進められることを望みますということ

を申し上げまして、私の質問を終わります。 

副議長 以上で普本歌織君の一般質問を終結し

ます。 

  ここで11時10分まで休憩します。 

午前１１時００分 休   憩 

午前１１時１０分 再   開 

副議長 休憩を解き会議を再開します。 

  次に、登壇順６番、唐仁原俊博君の質問を

許します。 

  唐仁原俊博君。 

６番  ６番、唐仁原俊博です。よろしくお願

いします。いろいろとお聞きしたいことがあ

るので、早速本題に入っていきます。 

  まずは、地域おこし協力隊についてです。

現在の地域おこし協力隊の受入れ状況を、採

用予定を含めて教えてください。 

副議長 町長。 

町長  ただいまの質問につきましては、担当

課長から答弁します。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  地域おこし協力隊の受入れ状況は、令和８

年１月１日現在16名の隊員が活動中です。 
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  所属及び活動形態の内訳は、企画財政課、

観光商工課、建設水道課、農林課、生涯学習

課の各課への配置に加え、制度の柔軟な運用

を図るため、株式会社西和賀産業公社や町内

の農業法人等への委託型による受入れも積極

的に行っており、行政と民間事業者が連携し

て隊員の活動を支える体制を取っております。 

  次に、令和８年度の採用計画につきまして

は、地域の多様な課題に対応するため、新た

に５職種の活動について募集をしております。 

  具体的な職種については、１つ目は、冬期

間の地域課題解決に向けたマルチワーカーと

いうことで除雪部門。２つ目は、福祉人材の

確保、育成を目指す介護福祉チャレンジャー。

３つ目は、地域のスポーツ振興を担うスポー

ツ振興員。４つ目は、地域資源の価値の向上

担う地域ブランドプロジェクトマネジャー。

５つ目は、西和賀高校の学生寮運営と生徒の

生活サポートを専任で行うハウスマスター。

以上５職種を予定しており、それぞれの専門

性を生かした活動を期待しているところです。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。非常にバラエ

ティー豊かで、受入先もいろいろとできてき

てという状況だと思います。それぞれの活動

分野とか、活動している内容が違うというこ

ともあってかと思いますけれども、本定例会

の冒頭で町長の施政方針演述でも言及があり

ましたけれども、協力隊の隊員の活動費につ

いて、その使い方を整備したというふうに聞

いています。これがどういった内容であった

かを教えてください。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

 活動費の整備については、隊員の自立的な活

動を支援するため、従来の町直営による予算

執行から、活動費補助金として隊員に交付す

る制度へと抜本的な見直しを令和８年度から

行います。 

  第１に、制度改正の目的ですが、隊員の創

意工夫を最大限に引き出すことにあります。

従来は、消耗品一つ購入するにも、その都度

町の決裁が必要であり、積極的な活動の妨げ

となっていたと感じております。今回活動費

を補助金として交付することで、承認された

活動計画の範囲内であれば、隊員自身の判断

で迅速かつ柔軟に予算を執行できる仕組みと

しました。これにより、急な研修参加や必要

な資機材の調達などがスムーズに行える環境

が整うものと考えております。 

  第２に、公金支出としての適正性の確保で

す。裁量を広げる一方で、使途の透明性を保

つために、新たに活動費補助金交付要綱及び

補助金ガイドラインを策定中です。交付要綱

やガイドラインでは、交付する補助金の対象

経費と対象外経費を明確に区分するとともに、

実績報告書による事後チェックを義務づけて

おります。この制度改正により、自由度の高

い活動と公金としての規律の両立を図り、隊

員の定住、起業に向けたステップアップを強

力に後押しできるものと考えております。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。私自身地域お

こし協力隊として2019年から３年間務めまし

たけれども、町の予算の仕組みがよく分かっ

ていなかったりとか、これは何に該当するの

だろう、これは出せるのかなというので悩ん

だこともありましたので、今おっしゃってい

ただいたような方向性で整理されたというの

は、基本的に賛同するところです。 

  実際に運用してみて、やっぱりこうしたほ

うがいいなというのが出てくれば、今後見直

しもかけていくというふうな考えでいいので

しょうか。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 昨年の12月に担当者と隊員にこ

のような８年度からの概要をまず説明をしま

して、一旦意見をその際にいただいて、この
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ガイドラインや補助金の交付要綱を整理した

ところになります。 

  今年度中にもう一度実施するための説明会

を開く予定で、まずスタートはしたいと考え

ておりますが、８年度から新たにこの制度設

計していく中で、具体的にその対象経費であ

ったり、対象外経費であったりというところ

で、その都度多分悩まれたり、改善というこ

とが必要になってくるのではないかなと想定

されますので、その内容を精査しながら、必

要に応じて対応してまいりたいと考えており

ます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。そういうよう

に対応していただけたらと思います。 

  次の質問ですけれども、協力隊の人数が、

私が在籍していた頃からすると２倍ぐらいに

増えたり、受入れ態勢が変わったり、いろい

ろ変化がありますが、今年度の地域おこし協

力隊招聘事業について、どう総括するか伺い

ます。 

  町が雇用するだけではなくて、事業者が協

力隊を受け入れることによって、事業者との

やり取りも必要になっているでしょうし、隊

員募集とか、隊員のサポートを事業者に委託

したりなどなどあると思います。よろしくお

願いします。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 地域おこし協力隊の今年度の事

業の総括ということについて、３つの観点か

らお答えしたいと思います。 

  １つ目は、募集活動についてです。募集業

務については、昨年度の令和６年度の実績に

おいて、オンライン説明会の参加者数が前年

度対比で75％増加するなど、専門ノウハウを

持つ民間事業者への委託が高い成果を上げた

ところです。 

  昨年度の実績を踏まえて、今年度におきま

しても、引き続き移住マッチングサイトの活

用や首都圏でのイベントの出展、ＳＮＳを活

用したプロモーションなどの募集活動を展開

しております。 

  現在の委託形態に切り替えて以降、本町へ

の問合せや応募者数が増加傾向にあり、質の

高い人材の確保につながっていると評価して

おります。 

  ２つ目は、活動サポートについてです。隊

員が地域で定着するためには、活動面だけで

はなく、生活面でのきめ細やかなケアが不可

欠です。今年度は、定期的な面談や外部研修

への参加といった活動に加えて、本町の地域

おこし協力隊ＯＢなどにもご協力をいただき

ながら、現役の隊員の悩みや相談を受ける体

制を強化したところです。身近な先輩として

の助言は、隊員の孤立を防ぎ、モチベーショ

ンを維持する上で大きな効果を上げていると

認識をしております。 

  ３つ目は、受入れ企業との連携についてで

す。民間事業者に隊員の受入れをお願いする

企業委託型等の取組については、本格的に導

入して日が浅く、企業、隊員、町の３者にお

いては、運用面での試行錯誤があったことも

事実です。 

  この方式については、まだ始めたばかりで

の段階ですので、今後現在の受入れをお願い

している事業者から運用の課題や改善点につ

いて、詳細なヒアリングを行う予定です。現

場の声をしっかりと検証し、次年度以降、よ

り円滑で効果的な制度となるよう改善に生か

してまいります。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。今話に出てき

た、その事業者での受入れについてです。次

の質問になりますけれども、町内で協力隊の

受入れをしている事業者が既にいるわけです

けれども、その話を聞いたときに、それ、い

いなというふうに思っている事業者が少なか

らずいるようです。民間事業者で地域おこし
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協力隊を受け入れるというのが、さらに拡大

していけるのではないかなと思うのですけれ

ども、まずこれが１点です。 

  それから、高齢化が進む町の状況を考えた

ときに、単純に一従業員として受け入れると

いうだけでなくて、最初から事業承継を視野

に入れた募集のようなものもあっていいのか

なというふうに考えます、これが２点。 

  この２点、併せて伺います。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  まず、民間事業者での受入れ拡大につきま

しては、先ほど質問でも触れましたとおり、

隊員の活動領域を広げ、定住に向けたなりわ

いづくりを進める上で、極めて有効な手段で

あると認識をしております。 

  特に事業承継への活用につきましては、当

町の現状を鑑みますと、後継者不足に悩む事

業所と起業や経営に関心を持つ意欲のある隊

員をマッチングさせることは、地域の産業を

守り、次世代へつなぐための必要な施策であ

ると考えております。 

  一方で、特定の民間事業者の事業承継に地

域おこし協力隊の制度を活用する場合、公益

性、共益性の確保が不可欠となります。単に

一企業の存続を支援するだけでなく、その事

業が地域経済や住民生活にとってなくてはな

らない公共的な機能を有しているかといった

視点が必要となります。 

  また、隊員の活動が単なる労働力補充にな

ってしまっては、制度の趣旨に反しますので、

隊員が持つ外からの視点を生かした新商品の

開発や販路開拓など、既存の事業にプラスア

ルファの価値を生み出す活動であることが求

められております。 

  今後は、今述べた点を整理し、どのような

スキームであれば、事業者と隊員の双方にと

ってリスクが少なく、円滑な承継につながる

か、関係課と連携し、進め方や支援のあり方

について、慎重に協議を重ねながら検討して

まいります。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。今答弁いただ

いたように、特に事業承継の場合は、協力隊

制度の本来から逸脱しないかというのもあり

ますけれども、マッチングができるかという

ところが非常に重要かなと思っていまして、

ちょっと人とか、考えが合わなかったという

ときに、事業者側も結構なかなか大変な思い

をしたなということもあるかと思います。 

  ただ、それでもやっていかなければいけな

いことかなと思いますので、ぜひいろいろと

整備をしながら進めていっていただけたらと

思うのですけれども、それに関連して次の質

問に移ろうと思います。 

  これも先ほどの答弁で触れていただきまし

たけれども、総務省の推進要綱には、地域お

こし協力隊は地域力の維持、強化に資する活

動をするというふうに記載があるように、事

業者がこういう人が入ってきたら、うちの企

業として助かるなというだけでは駄目なわけ

です。 

  ほかの自治体の例ですけれども、岡山県の

西粟倉村というところですが、ここは人口

1,300人のところに、今活動している協力隊

員が約50名ほどいると。ここでは、企業研修

型という名目で事業者が積極的に協力隊を受

け入れているようです。村のほうで協力隊の

受入れを希望する事業者に、事業者に対して

求めるのはこういうことですよというふうな

基準を公表して、もちろんこれは総務省のガ

イドラインみたいなのも踏まえているやつで

すけれども、それを公表して、企業に対して

研修会を行って、さらに審査会を実施して、

そこに協力隊を受け入れてもらうかどうかを

決めているというふうに運用しているようで

す。 

  うちの町でも、町内でより多くの事業者に
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興味を持ってもらって受入れにチャレンジし

てもらうためにも、西粟倉村のような取組と

いうのが有効ではないかと思いますが、いか

がでしょうか。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  議員ご提案の岡山県西粟倉村の取組につい

ては、資料等を拝見し、隊員の育成と事業創

出を両立率させる先進的な事例として承知し

ております。 

  本町における民間事業者への委託の取組に

ついては、本格的に開始したばかりの段階で

す。そのため、まずは足元の取組をしっかり

と固めることが先決であると考えており、今

後隊員の受入れをお願いしている事業者に対

し、運用上の課題や改善点について詳細なヒ

アリングを行う予定です。 

  その上で、先ほど答弁でも述べました公益

性、共益性の確保、単なる労働力の補充の観

点をしっかりと整理し、ほかの自治体の優れ

た仕組みも参考にしつつ、まずは現場の声に

基づいた課題整理を行い、その結果を踏まえ

て、本町にとって最も効果的な制度の進め方

や支援のあり方を検討してまいりたいと考え

ております。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ぜひステップ・バイ・ステップで小刻

みに刻みながら進めていけたらいいかなと思

いますので、お願いします。 

  次の質問に行きます。今度は、ふるさと住

民登録制度です。ちょうど１年前の定例会だ

ったと思いますけれども、ふるさと住民登録

制度に関する一般質問を私から行いました。

その後、ちゃんとといいますか、制度化され

たというか、昨年の６月に関係人口を可視化

する仕組みとして創設しますというのが閣議

決定されています。さらに、今年の１月には、

ふるさと住民登録制度のモデル事業の対象自

治体を募集するなど、本格的に動きが始まっ

ているわけです。 

  町としてどういうふうに対応していく考え

か。また、もう既に動いている部分があれば、

どういうことをしているかというのを併せて

教えてください。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  ふるさと住民登録制度については、関係人

口を可視化し、地域との継続的な関わり合い

を促進する国の新たな取組であり、その趣旨

については、一定の意義があるものと受け止

めております。 

  町では、移住、定住施策や関係人口づくり

について、既存の事業を通じた人的なつなが

りの構築や受入れ態勢の充実を進めていると

ころです。 

  モデル事業への参加は、新たな制度運用を

担う体制や事務負担を考慮すると、慎重に判

断すべきと考えており、モデル事業への応募

は行わず、国が今後示すガイドラインや、ほ

かの自治体の取組事例、制度運用の実効性等

を十分に見極めながら、本町の実情に即した

活用の可能性について検討を進める予定です。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  具体的な活用例といいますか、そうい

うことについては、まだ内部で十分話されて

いないような状況でしょうか。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 今内部では、先ほど普本議員の

際にも説明をしました令和８年度の中で、新

たにプラットフォームの形成事業の中で位置

づけをして、関係人口については、これまで

の取組をさらに進化させるようなイメージと

関連をしながら進める予定としております。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  分かりました。ふるさと住民登録制度

についても、自治体間の競争みたいなものが、

ふるさと納税と同じような形で起こってくる

のかなというふうに考えています。そのとき
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に、早くに提供できたほうが有利なのだろう

なとは思いながらも、ただそれが結局うちの

町っぽさとか、うちの町らしさがなければ続

かないと思いますので、慎重に検討していた

だきつつ、打ち出していっていただければな

と、これからも継続して見ていこうと思いま

す。 

  次の質問です。今度は、第３次西和賀町総

合計画の基本構想、それから前期基本計画案

に対する住民の反応を伺います。町が２月１

日にこの案を町のサイト上に公開して、それ

から２週間の期間でパブリックコメントを実

施しておられました。それから、パブコメの

期間中に住民説明会も実施されていました。 

  このパブリックコメントの件数、それから

住民説明会の参加人数、それらでどういう意

見が出ていたか、そして出てきた意見の中で

案に反映されたものがあるか教えてください。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  初めに、パブリックコメントについてお答

えいたします。町では、第３次西和賀町総合

計画基本構想前期基本計画案をホームページ

に公表し、２月１日から２月15日にかけてパ

ブリックコメントを実施しました。パブリッ

クコメントの件数は、16件でした。 

  パブリックコメントに寄せられたご意見、

ご要望の内容は、３つの重点戦略、それから

複合拠点施設、道の駅整備とにぎわいの創出、

西和賀高校魅力化による人材育成、ユキノチ

カラ地域価値創造プラットフォーム形成に関

することのほか、集落支援員、関係人口、除

雪などに関することでした。 

  計画案には、重点戦略のユキノチカラ地域

価値創造プラットフォームの形成や関係人口

などについて反映させていただいたところで

す。 

  次に、住民説明会についてお答えいたしま

す。２月３日から２月13日にかけて、町内６

会場において住民説明会を開催いたしました。

湯田庁舎会場では、オンラインも併せて実施

をしたところです。 

  住民説明会の参加人数は、６会場とオンラ

インを合わせて合計76名でした。 

  住民説明会では、第３次総合計画で掲げた

重点戦略、農業施策、熊の対策、観光商工業、

小中学校不登校問題、地域スポーツクラブ、

除雪、自治組織の町への関わり方や支援の方

策などなど、あと関係人口、公共施設の適正

管理、大型事業の財源、計画策定の進め方な

どなど、これからのまちづくりに関すること

から暮らしに関することまで多岐にわたった

ところです。 

  住民説明会でいただいたご意見等について

は、基本的には今回策定する計画で定める３

つの重点戦略や４つのまちづくりの基本目標

にひもづく具体的な事務事業の中で対応を検

討していくことになりますが、計画案の中に

は、今地域コミュニティーの維持活性化の部

分で、高齢者世帯の冬期除雪の視点と取組の

方向性について反映させていただいたところ

です。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。パブリックコ

メントの件数とか、住民説明会の参加者の数

で何かを見るというのは、あまりよくないか

なとは思いつつも、この件数とか参加人数と

いうのをどういうふうに受け止めているかと

いうのはどうでしょうか。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 まず、パブリックコメントの件

数につきましては、すみません、前回の総合

計画の際でのパブリックコメントの件数等を

控えてはいなかったので、ちょっとそれに対

しての比較ということはできないのですけれ

ども、ほかの計画の際にいただくときには、

主にゼロ件であったりということが多いなと

日頃思っておりましたので、今回16件お寄せ
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いただいたということでは、すごく町民の皆

様には関心をいただいて、ご意見をいただい

たと認識をしております。 

  また、住民説明会の今回６会場ということ

で実施をしたところなのですけれども、前回

は住民懇談会の際には31会場で286人、実人

数で230人。その前に、令和４年に行った６

会場のときの町政懇談会は61人ということで、

冬期間の季節柄にはちょっと厳しい時期の開

催となったところですし、それから今回日中、

午前中２回、午後２回、夜２回というふうに

時間帯もちょっと分けながら開催をさせてい

ただきました。 

  人数的には、もしかしたらもう少し集まる

とすごくいいのかなとちょっと思ったところ

ですので、その辺は今後また周知等、それか

ら会場設定と、また時間帯等を検討していけ

ればなと感じているところです。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。やっぱりこう

いうときに住民の声をじかに聞けるというの

は貴重な機会かなと思って、私も複数の会場

に参加させてもらったりしました。ふだんか

らやっぱり町の将来とか、行政がやっている

ことについて興味を持たないと、なかなかこ

ういう機会にも参加しにくいのかなと思って

いますので、そこは行政のほうでできること

もあるでしょうし、議会とか議員がやらなけ

ればいけないこともあるのかなと思っており

ます。 

  では、次に行きます。総合計画の中で出て

きている大きな柱、３つのうちの１つでユキ

ノチカラが挙がっているわけですけれども、

その中でユキノチカラプロジェクトを単なる

商品開発の枠組みから、産業情報交流を横断

的につなぐ地域価値創造プラットフォームへ

と進化させますというふうに書かれています。 

  地域価値創造プラットフォームというのが

何だろうというのが、見たときにほとんどの

人の感覚だったのではないかなと思っていま

して、具体的にどういう存在なのか。あるい

は、何か目標とするような例があるのかとい

うのを教えていただければ。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  地域ブランド、ユキノチカラにつきまして

は、商品づくりや情報発信、教育分野との連

携などを通じて、西和賀町の地域資源の価値

を改めて見詰め直し、町内外へ発信する取組

として10年にわたり展開をしてまいりました。 

  また、令和５年度からは、株式会社西和賀

産業公社と町が協働し、ふるさと納税を中心

とした地域商社事業を推進する中で、町のブ

ランド形成や関係人口の創出に向けた基盤づ

くりを進めてきたところです。 

  こうした取組の成果を踏まえ、次の10年に

向けては、町全体の産業振興、情報発信、交

流施策等を横断的に結びつけ、地域の魅力と

価値が継続的に生み出される仕組みへと発展

させていくことが重要であると考えておりま

す。 

  地域価値創造プラットフォームとは、特定

の施設や新たな組織を示すものではなく、町

内にある地域資源や既存の取組を点で終わら

せず、商品づくり、情報発信、交流・関係人

口づくりなどを相互に連動させながら、地域

の魅力と価値を継続的に生み出していくため

の仕組み、言わば地域経営の基盤として位置

づけるものです。 

  また、目標とする例につきましては、全国

的にも地域ブランドを核に産業振興、観光情

報発信など横断的に連携させ、地域経営の仕

組みとして推進している自治体や地域商社の

取組がございます。 

  しかしながら、本町は小規模自治体である

ことから、地域資源や担い手の状況を把握し

やすく、施策の重点化や関係者間の連携を機

動的に進めやすいという強みもあります。こ
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の強みを生かし、先進事例に単に模倣するの

ではなく、本町に適した西和賀型のモデルと

して構築していく考えであります。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  間違っていたら言ってください。物す

ごくざっくり言うと、まだ価値になっていな

いとか、形になっていないものを掘り起こし

たりとか、今あるものを何か提供しやすい形

にしたりとかして、金銭的な価値とか、非金

銭的な価値に転換できるように提供していく

よみたいな、そういうイメージですか。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 議員がイメージしているものと、

そのとおりというか、今実際ユキノチカラと

して再構築して、いろいろと新商品化したり、

それからあとこれを魅力だということで今ま

で発信してきたものを再度見直し、再構築す

るということを踏まえ、また今まだ眠ってい

る西和賀町の宝というものをまた磨きをかけ

て、もう一度ユキノチカラとしてブランド化

していくというのを、きちっとユキノチカラ

のブランド化を集中させていきたいというと

ころ。 

  それを情報発信であったりというところが、

いろんなところで情報発信されているものを

集約して、ユキノチカラという形でＰＲをし

ていくというような形で、町全体としてユキ

ノチカラを全面的に持っていきながら、集約

をしながら、横断的に進めていきたいという

ようなイメージで今考えているところになり

ます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。 

  ちょっと次の質問とも関わりがあるかと思

うのですけれども、となってくると、行政が

考えるユキノチカラをこうしていきたいとい

うのと、既にユキノチカラに関わっている人

たちがこうしていきたいよというので、さら

にシビックプライドというところとかにも関

与していこうとすれば、やっぱり住民が考え

るこの町のあり方とか、あるいはユキノチカ

ラというのも掘り起こしていけないのかなと

思っております。そういう認識でよろしいで

すか。 

副議長 町長。 

町長  プラットフォームの基本的考え方は、

ご説明させたとおりでございますけれども、

そうしたものをより高めていくためには、や

っぱり外にそういう発信するとともに、自分

たちが改めて自分たちの価値をどういうもの

だというものを深めていく、そういう行為も

同時にやっていくということが大事になると

思いますので、今議員ご指摘のところが非常

にポイントになってくるのだろうなというふ

うに考えているところでございます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  分かりました、ありがとうございます。 

  そうしましたら、続けてユキノチカラの質

問ですけれども、先ほど来の答弁でも挙がっ

ていますが、取組の内容として、ブランド再

構築と商品創出、それから戦略的な情報発信

と広報拡充、産業間連携とシビックプライド

の醸成、若者の参画による価値創造の推進と

いうふうに４点挙げられていました。 

  基本的には、現在の活動をさらに発展させ

ていくという方向だとは思うのですけれども、

当然新しくチャレンジしないといけないとこ

ろもあるし、先ほど町長に答弁いただいたよ

うに町民への働きかけというのも強くしてい

かなければいけない中で、人員、特に専門的

な知見を持つような方がさらに必要になるし、

予算も増やす必要があるのではないかなと思

いますけれども、この点いかがでしょうか。 

副議長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、計画に掲げる取組を

進めるには、人材の確保であったり、財源の

確保が重要であると認識しております。その



- 127 - 

ため、町が今全体方針の整理や調整を担い、

実務は関係団体や民間事業者等の知見も活用

しながら推進していく考えであります。 

  また、必要に応じて地域おこし協力隊の活

用も視野に入れ、体制の補完ついて検討をし

ているところです。 

  予算については、来年度の当初予算に計上

しまして、財源として県補助金の活用に向け、

今県との申請に向けた取組を進めているとこ

ろになります。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。地域ブランド

として立ち上げたものが10年続いたというこ

とが、私はすごいことだなと思っているので

すが、これがさらにいい形で発展していくよ

うに、まず今後も見続けていきたいなと思っ

ています。 

  では、次の質問に行きます。今度は、保育

所、保育園の話なのですけれども、西和賀高

校では、既に県外からの生徒を受入れをして

いるわけですけれども、町でも町内の保育所、

保育園に留学を受け入れると。つまり町外か

ら幼児を受け入れるということを考えている

と聞いています。 

  この内容については、あしたから審査の始

まる予算案にも計上されているわけですけれ

ども、どういった狙いで実施しようとするも

のか、それから現在想定している実施体制が

どういうものか、教えてください。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  町外からの幼児留学受入れにつきましては、

令和８年度の当初予算に提案予定であります

が、国の地域未来交付金を活用した広域連携

事業により、子育て世代や町外の方々に魅力

を感じさせる教育と保育の実践に向けて、新

たに取り組みたいと考えています。 

  現在子供の減少と保育施設老朽化等の課題

を解決するため、統廃合と新たな保育施設整

備を進めており、その上で保護者のニーズを

反映した保育サービスの充実を図る取組を進

めています。 

  しかし、今後も少子化が進行していく中に

あって、充実した保育サービスを維持してい

くためには、利用者の増加、交流等の活性化

などを図る必要があると捉えており、西和賀

ならではの地域特性を最大限に生かした体験

や交流の充実とＰＲなど、子育て世代や町外

の方々に魅力を感じさせる教育と保育の実践

に取り組む必要があると考えています。 

  また、地域経済への波及効果と二地域居住

や将来的な移住、定住にも資する取組と考え

ています。想定している実施体制は、町立保

育所を幼児留学の受入先とし、同じ事業に取

り組む鹿児島県錦江町をはじめとする広域連

携市町村とプロジェクト管理を委託する事業

者を中心とし、宿泊滞在施設やユキノチカラ、

移住コーディネーターや関係する保護者、町

民皆様など、多様な主体の参画を目指し、町

の技術的定住施策と連携しながら取組を進め

たいと考えています。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。具体的には、

来年度形になっていくのかなと思うので、楽

しみに見ていたいなと思うのですけれども、

今、日本の６歳未満の未就学児というのが約

472万人とかだそうで、この0.001％に響けば

大体５人ぐらい、５組ぐらいの家族がやって

くると。そう考えると、100万分の１の人に

興味を持ってきてもらえばいいのだと思うと、

ある意味気が楽になるというか、実際には恐

らくもっとちゃんとうちの町はこういうとこ

ろですよと、こういう体制で保育をしていま

すよというのを打ち出せれば、もっと多くの

人に響くでしょうし、実際に足を運んでくれ

る人もいるかと思いますので、前向きにチャ

レンジしていただければなと思っているわけ

なのですが、次の項目で、幼児とか保護者が
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町に一定期間滞在する場合、既存の町内の宿

泊施設はありますし、あるいは空いていれば

移住体験住宅に泊まるということもできるか

と思います。 

  ただ、それだけではなくて、例えば地域と

かとつながりたいとかというニーズを持った

保護者とかも来るのではないかなと思ってい

まして、そうすると空き家を改修して受入れ

施設として活用したりということもいいので

はないかなと思うのですけれども、今のそう

いった空き家活用とか、受入れ態勢というの

は考えられないでしょうか。 

副議長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 お答えいたします。 

  幼児留学での滞在先としては、既存の宿泊

施設や移住体験住宅の利用を想定していると

ころです。 

  一方で、先進的な取組を進めている市町村

におきましては、改修した空き家での受入れ

であったり、専用の住宅の建設などに取り組

んでいる事例もあると伺っています。 

  初年度の取組といたしましては、既存施設

を利用しての受入れに取り組むこととして、

まずは幼児留学でどのようなニーズがあるの

か。また、町の全体的な移住、定住に向けた

取組として、既存施設以外の受入先の確保が

必要かを見極める必要があると考えており、

それらを検証した上で、今後の展開を検討し

てまいりたいと考えております。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  私も適宜様相を見ながら、またいろい

ろと提案できればいいかなと思っております。 

  続いて、今度は小学校、中学校での留学受

入れについてお尋ねします。小中学校でも同

様に留学の受入れを検討しているか。検討中

であれば、今どんな段階なのか、それからど

んな懸案事項があるかも併せて教えていただ

きたいです。 

副議長 学務課長。 

学務課長 教育留学の受入れについてお答えい

たします。 

  西和賀の子供たちにとっても、多くの仲間

と意見を交換することや体験する活動は、貴

重な学びになりますし、また他地域から来た

子供たちにとっても、触れたことのない西和

賀の自然環境、産業、歴史、文化等を生かし

た体験学習、小規模校のメリットを生かした

学習指導、地域との交流活動などは、豊かな

学びになると考えております。 

  よって、小中学校での教育留学の受入れを

検討しているところです。現在教育留学につ

きましては、他自治体の事例等を参考にしな

がら、内部で実施内容等の検討を行っている

段階ですが、この教育留学については、今後

の重要な学校、地域づくりにつながるもので

あると認識をしております。 

  課題等としては、やはり先ほど来お話あり

ました滞在できる場所とか、滞在プログラム

のことの構築とか、そういった部分が課題で

あると認識しております。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。今検討中とい

うことで、ぜひ住民に対してオープンに、何

かいろいろと話をできる場があればいいなと

思うのが１点と、あと学校に通ってもらうと

いうのがもしハードルが高いようであれば、

例えば夏休みあるいは冬休みみたいな長期休

みを利用した滞在型プログラムみたいなのを

提供することとかもできるのではないかなと

いうふうに思うのですけれども、そういった

辺りはいかがでしょうか。 

副議長 学務課長。 

学務課長 長期休みを利用した滞在プログラム

についてお答えしたいと思います。 

  議員ご指摘のとおり、長期休みを利用した

滞在プログラムを提供し、実際に一、二週間

の体験登校を踏まえた上で、西和賀町の教育

のよさを感じてもらうスタイルも検討してい
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ます。 

  いわゆるお試し的に実際西和賀町に滞在す

ることで、学校や地域の魅力を感じ取ってい

ただくことで、移住等に結びつけることがで

きると思われます。 

  この教育留学についても、皆さんと意見交

換をしながら進めてまいりたいと考えており

ますが、先ほどもちょっとお話しさせていた

だきましたけれども、滞在できる場所、あと

滞在プログラムの構築等、様々対応していか

なければならないことがありますので、教育

の魅力を生かした新たなステージに進む重要

性を認識しながら対応してまいりたいと存じ

ます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ある意味保育支援、保育所のほうが先

行して始まるというような形かなと思います

が、実施することで見つかる課題もあるでし

ょうし、逆に、こんな子供とか家族が来るの

だということで励まされる住民もいるかなと

思います。そういう場合に、さらにうまい形

で住民を巻き込んでいければ、よりよい形で

進められるのではないかなと思いますので、

期待しているところです。 

  では、次に行きます。今度は有害鳥獣対策

です。昨日の中村議員の一般質問でも有害鳥

獣対策の話が出ました。それから、先日行わ

れた農政座談会に私もちょっと出席をしまし

て、農業者の方からどんな意見が出るのかな

と思っていたところなのですけれども、３会

場私行きまして、３会場ともやっぱり鳥獣対

策をどうしていくかという話が出ていました。 

  まず、当初予算に反映されているものもあ

ると思いますけれども、来年度に向けて、こ

れまでと対応を変えようとする点とか強化す

る点というのが、どういうものがあるか教え

てください。 

副議長 農林課長。 

農林課長 お答えします。 

  有害鳥獣対策において、国及び県からの予

算措置については、もともと農林水産省所管

で予算措置されております農業被害の防止を

目的とした鳥獣被害防止総合支援事業補助金

と、併せて特別交付税による措置がございま

すが、今回これに熊類の捕獲及び緊急銃猟の

実施並びにこれらの事業に関連して必要と見

込まれるその他の取組を実施する事業が対象

となる環境省所管の指定管理鳥獣対策事業補

助金が追加されております。 

  それぞれの補助金等の対象となる対策につ

いては、重複するところが多いことから、予

算措置のタイミングにより使い分けることに

より対応を取っている状況でございます。 

  西和賀町としての今後の有害鳥獣対策につ

いては、他市町村の例や専門家のご意見を参

考に、追い払い、捕獲等に係る支援策として、

電気柵導入補助金及び有害鳥獣駆除業務委託

料等、各種有害鳥獣対策予算を拡充していく

方向で対応してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。具体的には、

予算案の審査の中で話が出てくるかと思いま

すけれども、国の方針に合わせて町でもいろ

いろ対応強化しているというふうに見ていま

すので、今年度またどういう状況になるか分

かりませんけれども、どんどん改善していけ

ればいいかなと思います。 

  それでなのですけれども、県のほうで熊の

出没時の通報、それから出没データの共有を

行うシステムを導入しようとしているという

話を聞いています。現状どうなっているのか、

いつ頃運用が開始されるのか、あるいはどう

いう仕組みになっているのかということにつ

いて伺えれば。 

副議長 農林課長。 

農林課長 お答えいたします。 

  県における熊の出没等に対する対策を目的
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としたシステムについては、現在開発中との

ことであり、予定では令和８年４月からの運

用を想定しており、３月３日の新聞報道でも

紹介されております。 

  町といたしましても、このことについての

情報収集に努めるとともに、随時住民への情

報の提供を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  このシステムなのですけれども、住民

にとっても通報なりなんなりがしやすかった

り、あるいは情報が見やすかったりというの

が大事でしょうし、行政にとっても使いやす

いシステムであってほしいし、あるいはより

大きな観点でいえば、今後の国の方針とか対

策にも生かせるようなシステムであってほし

いなと思うのですけれども、県が４月１日か

ら出してきた後に、いろいろとフィードバッ

クして改善していくよというふうな方向性な

のでしょうか。把握しているところがあれば、

教えてください。 

副議長 農林課長。 

農林課長 お答えします。 

  運用しながらブラッシュアップしていくも

のにはなると思うのですけれども、詳しいと

ころはまだ何も来ていないような状況になっ

ておりましたので、いずれそういった情報の

ほうは逐一ちゃんと見ておいて、ちゃんと住

民のほうに伝えていければと思っておりまし

た。 

  以上です。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  分かりました。では、よろしくお願い

します。 

  有害鳥獣の話が続くのですけれども、今度

は町外に対しての発信についてです。町内の

観光事業者から、全国的な熊被害によって、

間接的にといいますか、事業への悪影響を心

配する声というのを聞いております。１月末

に観光協会が主催した熊被害対策研修会とい

うのがありまして、それに私も参加したので

すけれども、事業者とか関係者がいらっしゃ

っていて、やっぱり関心が高いのだなという

ふうに感じました。 

  その前後で、特に宿泊関係だと客数がちょ

っと伸び悩んでいるという話も聞きました。

もう既に熊が出るのだなと、あの辺りには。

では、熊がいるところは怖いから行かないで

おこうという人には、何を呼びかけても多分

あんまり効果がないのかなとは思うのですが、

逆に情報発信をやることによって判断材料を

提供して、考えて自分で判断してきてもらう

ということはできるのではないかなというふ

うに思っています。 

  当然安全ですというふうなことは言えない

わけですけれども、逆に西和賀には当然熊が

いるので、こういう対策を行政ではやってい

ますよと、事業者はこういうふうな対策をや

っていて、皆さんはいらっしゃるときにはこ

ういうことを気をつけてくださいねというふ

うな何か丁寧なやり方で来てもらうというこ

とが重要なのかなと思っています。 

  つまり安心して来てくださいというよりも、

納得して来てくださいというふうなコミュニ

ケーション、結局こういうことをやらないと、

ただただ一方的にお客さんが離れていくだけ

なのではないかなと思っていて、もちろん観

光事業者とか、そういうところとのコンセン

サスも取らなければいけないとは思うのです

けれども、積極的な発信に取り組んでいくべ

きではないかなと思うのですが、町として今

何か考えがあるか教えてください。 

副議長 農林課長。 

農林課長 お答えいたします。 

  有害鳥獣駆除対策に係る町内の住民へのメ

ッセージとしては、告知端末、広報、チラシ

等により周知をしております。また、町外の
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観光客等に対するメッセージとしては、町内

の住民への対応に加えて、西和賀町の公式ホ

ームページや公式ライン等を活用し、有害鳥

獣について、取っている対策や出没状況を周

知していくことになるものと考えております。 

  いずれ議員おっしゃるとおり、分からない

ところに行くのが一番やっぱり怖いことにな

りますので、包み隠さずといいますか、やっ

ている対策等を発信していくことというのは

大事だと思いますし、あと観光事業者さんの

ほうも、今の状況というのが、今までにない

状況がいきなり来たようなところがあります

ので、今後打合せもしていく予定としており

ましたので、それで対応していきたいと思っ

ております。 

  以上です。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。これもまた、

今年どういう状況になるか分からない部分は

あるのですけれども、事前にできる対策を十

分やっていただければなと思います。 

  では、最後の質問に行きます。今度は北部

活性化拠点施設についてです。貝沢とか若畑

の方が中心になって、町の北部の活性化のた

めに自分たちでできることはないかと、どう

いうことができるだろうと、これまで長いこ

とお話合いを重ねてこられています。 

  北部活性化推進委員会という名称でずっと

これまでやられていて、私も地域おこし協力

隊だった頃とかに声をかけてもらって、です

からもう７年前とかにワークショップに参加

したり、その後も何回かお邪魔することがあ

りました。 

  北部活性化推進委員会のほうから、北部の

活性化のために拠点施設が欲しいと、その整

備のために町に支援を要望しているというふ

うに聞いています。当初予算案にも、これに

関係するものが計上されていますけれども、

町として要望にどういうふうに応えていく予

定か教えてください。 

副議長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  北部活性化推進委員会からの要望は、地域

自らが将来を考え、主体的に行動しようとす

る取組であると受け止めております。町とし

ては、この動きを後押しする観点から、計画

策定支援や関係機関との調整など、伴走支援

を行っていく考えでございます。 

  あわせて、国の交付金制度の活用や町内外

の関係者との連携を図りながら、実現に向け

た検討を進めてまいります。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  町としては、今後の動きとして十分な

運営計画が立った後、補助金をつくって委員

会のほうの要望に応えていこうという、そう

いう基本姿勢だということでよろしいですか。 

副議長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  委員会のほうから計画書が上がってきてご

ざいまして、それを精査した上で、国のほう

に今補助申請をしている段階というところで

ございます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。 

  ほかの自治体とかでも似たような事例とい

うのはあって、共通している部分、異なる部

分、いろいろあると思うのですけれども、今

回の北部のように、住民らが中心になって施

設を運営していこうというときに、既存の建

物を流用することのほうが多くて、新築で拠

点を用意する例というのはあまりないのかな

というふうに認識しています。ネットでよく

出てくる話だと、既存の事業者が撤退して店

舗が空いてしまったので、そこの店舗を使っ

て住民たちで話し合った上で運営していくみ

たいな例がよくあるわけです。 

  今話している北部の拠点の場合は、地域住

民のためというのもあるとは思いますけれど
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も、外からお客さんを呼び込みたいというと

ころもあるのかなと思っていまして、もちろ

んその点で違いはあるわけなのですけれども、

果たして既存の施設とか、あるいは別の方法

でなくて新築で拠点を建てるというのが妥当

なのかどうかということに関して、町として

どう考えているかお聞かせください。 

副議長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  一般論としては、住民主体で運営される施

設について、既存建物を活用するケースが多

いことは承知してございます。しかしながら、

北部活性化拠点施設においては、必要とされ

る機能や立地条件、将来的な事業展開を踏ま

えると、既存建物や場所では対応が困難、ち

ょっと難しいという課題もあることから、新

築による整備を検討しているところでござい

ます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  すみません、既存の建物でなくて新し

いところのほうがいろいろ条件に合うだろう

ということでしたけれども、ぱっと私も思い

つくのは駐車場の確保がすごく大事なところ

かなと、立地的には思います。 

  今、すみません、これは通告外になるかも

しれないですけれども、関連質問だと思って

聞くのですが、ほかどういった点で新築のほ

うが、新築で拠点を設けないとというふうに

なったか、ちょっとできるようでしたら。 

副議長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  現在産直中心で経営をしているところでご

ざいますが、今後は産直プラスほかの展開も

考えてございます。先ほどご質問中にもあり

ましたが、町外からの人を呼び込むという手

段として、広いスペースを使った中で、いろ

いろなイベント、催しを、また新たな展開を

考えてございますし、それ以外にも地域住民

の利便性、買物が不便な部分の対応について

のスペース確保、そういった部分もございま

す。 

  それ以外にも施設からの発信という部分で

は、インターネットを使った商品の販売であ

ったり、そういった計画の内容になってござ

いましたので、そういった部分を含めると、

ある程度規模、面積等が必要というふうに判

断しているところでございます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  ありがとうございます。何か言い訳み

たいになってしまうのであれなのですけれど

も、私も本心から地域の人たちが地域の未来

のために何かやれることがないかというふう

に話し合ってというのは、これは絶対尊重し

ないといけないことだなと思っているのです。 

  ただ一方で、その地域の人たちからも、こ

れは本当に建てて大丈夫なのかという声を別

で聞きもします。その不安があるというのは、

何か新しいことをやるときには当然持ち上が

ってくる不安だと思いますので、みんなが不

安がない状態でやりましょうというのは、そ

れは無理な話だとは思うのです。 

  ただ、拠点を造るというところが、私とし

ては一番引っかかっているところです。今の

計画だと、まずちょっと確認ですけれども、

町が建てて、それを地域というか、運営に貸

し出すという話で協議が進んでいるという認

識でよろしいですか。 

副議長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  協議中でございまして、まだきちっとした

契約等はまだあれですが、方向性としては、

町が建設をし、地域にお貸しするというよう

な内容でございます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  そうなったときに、もちろん建設費は

自分たちで負担しないわけですけれども、

日々の管理、それから修繕等は、自分たちで

やることになるかなと思います。その負担と
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いうのが重く、果たして重くないかなという

のが物すごく懸念としてあるわけです。 

  私日頃から、この一般質問でも、住民とか

事業者はチャレンジをしていかなければいけ

ないというふうな話を言っていますし、そう

いう環境を整備するのが行政の仕事ですよね

という話もしていますし、あるいは行政自体

もチャレンジしていかないといけないですよ

ねという話をしているわけなのですけれども、

チャレンジして再起不能になってしまえば、

それはチャレンジするかいがないわけです。 

  そうならないようにするためには、リスク

を極力減らして臨まないといけないというふ

うに思います。ビジネスにおいてのリスクを

下げるとなると、大きくはリスクを下げるか、

売上げを上げるかという話だと思うのですけ

れども、リスクを下げるというのだったなら

ば、建物の管理、より容易な方法がないか探

る。 

  例えばですけれども、まずは最低限のスペ

ースだけ確保しておいて、反響によって、で

は仮で拡張しようといって、プレハブみたい

なのを置いたりとか、売上げを上げるとか、

利益をもっと確保しようと思えば、これは売

り物を増やす、あるいはより高付加価値の売

り物を用意するという話で、例えば近隣の自

然環境を案内するプロのガイドを養成して、

客単価を高く商売する人を増やす、それにこ

の施設を連動させるとか、あるいは民泊とか

ゲストハウスとか、そういった宿泊施設が町

の北部は足りていない状況だと思いますので、

そういうのをやる人を探して、施設と連携さ

せる。あるいは、アクティビティとか、体験

とか、特に北部のほうですと、自然もありま

すし、食文化もあると思いますので、そうい

うのを一緒につくるとか、そういうのをパッ

ケージ化して、これもやっぱり施設と連携さ

せるとか、体験をしてもらった上で、より気

持ちよくお土産を買ってもらうとか、そうい

った方策というのを考えていかなければいけ

ないのではないかなと思っていまして、これ

は施設をオープンしてから考えることではな

いのではないかなと思っているわけです。 

  当然北部の方々の考えとか、これまで委員

会でやってきて、こういう方向であればいけ

るだろうという検討があった上でだと思うの

ですけれども、今日私たまたま口にしました

けれども、ステップ・バイ・ステップといい

ますか、ちょっとずつ足場を固めていきなが

ら進んでいくのが理想で、ただ現実的には、

もう早く挑戦したいという気持ちもあるので

しょうけれども、町として、この施設をとい

うののほかに同時に、あるいは並行して、あ

るいは先行して、いろいろと地域に対してこ

ういうのをやってみたらどうですかというの

が提案できることがまだあるのではないかと。

あるいは、これまでもしてきたのかもしれま

せんけれども、ちょっとそこについて町の考

えを伺いたいなと思います。 

副議長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  まず、地域に対してといいますか、地域自

らが課題解決に取り組まれるという姿勢と熱

意については、町として高く評価してござい

ます。議員と同じ考えでございます。 

  ただ、ご指摘のとおり、拠点施設の運営管

理は決して負担の軽いものではなく、地域住

民の皆さんが疲弊することがないよう配慮す

ることは、町としても重要な視点であると認

識しております。 

  そのため、本事業においては、これまで産

直店舗としての運営実績を重ねるとともに、

ワークショップによる意見集約、産直まつり

などのイベント開催、新たな事業者の参画に

向けた検討、視察研修など、段階的な取組を

進めてきたところであります。 

  町としましては、こうした取組を重ねてき

たものを踏まえつつ、引き続き地域に寄り添
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いながら関係機関等の協議や調整を含め、よ

りよい支援となるよう取組を進めていきたい

というふうに考えております。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  分かりました。まだこれから少しは時

間がかかることかと思いますけれども、地域

の方たちの間の話合いもそうですし、町と、

町というか、行政と地域との話合いもそうで

すし、よりよい形でスタートを切れるように

進めばいいなと思いますし、そのために私も

ちょっとできることを考えないといけないな

と思っています。 

  いずれにせよ、一か八かのチャレンジにな

らないような、あるいは一か八かのチャレン

ジを後押しするような形にならないように今

後も進めていっていただければなと思います

けれども、もちろんそういうお考えはお持ち

ですよね。いいですか。 

副議長 町長。 

町長  お答えいたします。 

  先ほどの課長からの答弁ともちょっと重な

りますけれども、やはりステップ・バイ・ス

テップでということと、相当程度の見通しを

立ててというところにつきましては、そのと

おりであると思います。 

  ただ、ここの貝沢、若畑の北部開発につき

ましては、相当前からのそういう念頭に置い

た取組をしてきた部分が、ある意味ステッ

プ・バイ・ステップにつながっている部分も

あるのかなというふうに捉えておりました。 

  観光ワラビ園であったりとか、産直まつり

であったりとか、そして最も大きいのが産直

施設を運用し、一定程度の売上げで回してき

ているという実績もございますし、また計画

の中でいろいろ北部における資源の活用とい

う面と位置的な面からして、そしてまたなお

かつこれまでの話合いで私、町からもお願い

している点は、主体的に運営して見通しをつ

けてやっていく体制について十分考えていた

だきたいということを課題提起させていただ

きました。その辺につきましては、組織を法

人化し、継続的な運営ができるような体制で

あったりとか、人の手配、どういう方に運営

をしていただいたりというところを主体的に

考えていただいておりますし、そういう形で

やっていくというお話をいただいたというこ

とを総合いたしまして、先ほどのようなスキ

ームで取組を進めさせていただきたいという

ようなこととして考えているところでござい

ます。 

副議長 唐仁原俊博君。 

６番  何度も繰り返しになってしまいますけ

れども、私も住民が率先して、そういう話合

いを重ねてきたことを、それを今まで続けて

きたことというのは、物すごいことだなと思

って、その点、尊敬しています。 

  今町長から答弁をいただきましたけれども、

これまで積み重ねてきたものがいろいろある

というのも存じておりますので、これがいい

形で実を結ぶように見守っていきたいなと思

っています。 

  では、私の一般質問、以上で終了します。

ありがとうございました。 

副議長 これで唐仁原俊博君の一般質問を終結

します。 

  以上で本日の日程は終了しました。 

  あしたからは、予算審査特別委員会による

審査を行います。 

  ここで予算審査特別委員会委員長より審査

について、町民の皆様に周知してほしい旨の

依頼がありましたので、当職よりお知らせし

ます。 

  審査は例年どおり事前に定めた順序で課ご

とに審査を行います。審査日程は、町のホー

ムページからダウンロードできますので、ご

利用ください。 

  審査は、本会議同様、告知端末放送を行う

ほか、議場での傍聴も可能です。 
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  お知らせは以上ですが、詳細については、

審査初日に委員長から留意事項の説明がある

と思います。 

  委員各位におかれましては、委員会日程に

従って日程内に審査を終了するよう、特に望

んでおきます。 

  これをもって、本日は散会いたします。お

疲れさまでした。 

午後 零時１９分 散   会 

 


